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法定相続情報証明制度

ひろせＮＥＷＳ

（経営支援部第3課　資産税　　岡村麻代）

平成29年5月29日から全国の登記所（法務局）において、各種相続手続きに利用することがで
きる
「法定相続情報証明制度」が始まりました。
今まで相続手続きでは、お亡くなりになられた方の戸除籍謄本等の束を各種窓口で出すことに
なっていましたが、この制度では事前に登記所（法務局）に戸除籍謄本等の束と相続関係を一覧
にした図を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
今後は戸籍の束を出すことなくその一覧図のみの提出で各種窓口での手続きが可能になります。

・本制度により交付された法定相続情報一覧図の写しが、相続登記の申請手続きをはじめ、
被相続人名義の預金の払出し等、様々な相続手続きに利用されることで、
相続手続きに係る相続人・手続の担当部署双方の負担が軽減

・本制度を利用する相続人に、相続登記のメリットや放置することのデメリットを登記官が説明
することなどを通じ、相続登記の必要性について意識を向上

～本制度のねらい～


